
自動車個人間売買契約書（サンプル） 
 
売主       （以下「甲」という）と買主       （以下「乙」という）

とは、甲所有の後記自動車（以下「本件自動車」という）について、以下の内容の自動

車個人間売買契約を締結した。 
 
1 本件自動車の表示 
登録番号                車  名    
型  式               車台番号  
初年度登録     年  月     登録年月日     年  月  日 
車検満了日       年    月   日  走行距離数             ｋｍ 
所有者の氏名         所有者の住所   
使用者の氏名          使用者の住所  

2 契約内容 
契約日     年    月    日  車両引渡し日    年  月  日 
登録名義変更期日     年  月  日 
登録名義変更済み新検査証の複写引渡し日 登録名義変更日より  日以内 
本件自動車車両価格        円   自賠責保険料        円 
自動車税          円  リサイクル預託金         円      
本件自動車売買の合計金額          円 
登録名義変更申請手続に伴う諸費用は   の負担とする。 
契約解除損害金 本件自動車車両価格の  ％ 
瑕疵担保期間 車両引渡し日より  日間 

 
第１条（契約の成立）甲は乙に対し本件自動車を前記契約内容の約定により売り渡し、

乙はこれを買い受ける。 
第２条（事故の責任）自動車引渡し後の事故等については、乙の責任において一切の処

理を行い、甲へはいかなる迷惑をかけないものとする。 
第３条（所有権移転時期）本件自動車の所有権は、本件自動車売買代金完済時に、甲か

ら乙に移転する。 
第 4 条（契約の解除）甲乙の一方が契約の解除を申し立てた際には、契約の相手方に対

して、遅滞無く、前記契約内容記載の契約解除損害金を支払うものとする。 
第 5 条（危険負担）本件自動車の引渡し前に、本件自動車が天災その他不可抗力により、

その価値が著しく減少し、乙が売買の目的を達することができなくなったときは、当然

に甲の自動車を引き渡す債務は消滅し、乙の売買代金を支払う債務も消滅する。なお、

甲は乙に対し、受領済みの手付金、売買代金がある場合、これをすみやかに返還しなけ



ればならない。 
第 6 条（瑕疵担保責任） 甲は、本件自動車に乙の責任とはならない瑕疵が発見された

ときにはその責に任じ、乙は瑕疵の補修または代金減額を請求することができる。 
2. 前項の瑕疵の存在によって本契約の目的を達することができない場合には、乙は本

契約を解除することができる。 
3. 甲の乙に対する前 2 項の責任は、前記契約内容記載の瑕疵担保期間に限られ、以後

甲は乙に対し何らの責任を負わない。 
第 7 条（協議）本件契約に定めのない事項については、民法その他法規に従い、その都

度甲乙協議して決定する。 
第 8 条（特約事項） 

例 
○手付金などに関する取り決め 

 ○預託済みリサイクル料金に関する取り決め 
 
 
 
以上、契約の証として本書２通を作成し、甲乙署名捺印のうえ、各々その１通を保有す

る。 
 
 
 
 

   年  月  日 
            
 
 

売主（甲）住所  
 
     氏名                 ㊞ 
 
 
買主（乙）住所 
 
     氏名                   ㊞ 


